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収
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注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
音
楽
ネ
ッ
ト
青
森

三

代
表
者
の
氏
名

青 森 県 報平成15年６月16日 月曜日 第2187号 �� �

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

有
限
会
社
丸
三
三
浦

商
店
八
戸
市
大
字
市
川
町
字

下
揚
49の
７

同
左
60％
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

15.5
63.9

10.5
―

―
0.5

15.7
0.1

―
―

―
―

8.4

鹿
島
飼
料
株
式
会
社

鹿
島
工
場

茨
城
県
鹿
島
郡
神
栖
町

大
字
東
深
芝
４
の
２

昭
産
商
事
株
式

会
社
青
森
支
店

青
森
市
問
屋
町

２
丁
目
15の
９

マ
ル
ニ
印
配
合
飼
料

ノ
ー
バ
17

15.4
17.1

5.1
3.97

0.44
3.2

12.3
―

―
―

―
―

12.1
リ
ン
0.06％
不
足

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24の
６

同
左

Ｎ
Ｈ
牛
肥
育
後
期
用

15.5
13.3

4.0
0.64

0.43
4.8

4.6
―

―
―

75.1
―

13.7

イ
ト
ー
チ
ュ
ー
セ
イ
ケ
イ
18

15.5
17.7

6.4
4.26

0.61
2.6

13.0
―

―
―

―
2,910

12.0

日
清
印
肉
豚
用
配
合
飼
料

マ
イ
テ
ィ
78

15.5
16.6

4.1
0.41

0.40
2.7

3.4
―

―
―

79.3
―

13.7

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育

後
期
用
配
合
飼
料

イ
チ
ブ
ロ
ゴ
ー
ル

15.5
19.5

8.9
0.86

0.51
2.8

4.5
―

―
―

―
3,280

12.6

ノ
ー
サ
ン
印
子
豚
育
成
用
配

合
飼
料

の
び
ざ
か
り
子
豚
Ｈ

15.5
16.6

6.0
0.68

0.49
2.5

4.2
―

―
―

80.0
―

14.1
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相
馬

賀
津
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
八
重
田
字
鶴
見
一
二
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
に
お
い
て
、
音
楽
の
力
で
人
々
の
心
身
を
癒
す
活
動
に
よ
り
、
障
害
者
・

高
齢
者
な
ど
音
楽
に
接
す
る
場
面
の
少
な
い
人
た
ち
に
そ
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
化
の
向
上
や
地
域
社
会
の
福
祉
と
活
性
化
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
六
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
み
ち
の
く
国
際
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

稲
垣

眞
理
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
糠
塚
字
大
杉
平
二
三
の
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
住
外
国
人
に
対
し
て
、
日
本
語
教
育
へ
の
支
援
を
通
じ
外
国
人
の
生
活
支
援
、

交
流
促
進
を
は
か
る
と
と
も
に
、
国
際
交
流
に
関
わ
る
市
民
、
行
政
、
企
業
と
の
仲
介
を
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
地
域
の
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

県
民
生
協
の
ぎ
わ
店

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
民
生
活
協
同
組
合

青
森
市
大
字
羽
白
字
沢
田
三
〇
一
の
一

理
事
長

井
筒
智
義

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

青 森 県 報������	�
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一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
ロ
ー
ド
青
森

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

協
同
組
合
サ
ン
ロ
ー
ド
青
森

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

代
表
理
事

福
士
喬

２

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
商
事
株
式
会
社

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

代
表
取
締
役

福
士
喬

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ブ
セ
ン
タ
ー
弘
前
店

弘
前
市
城
東
第
五
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
五
五
街
区
の
一
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

八
戸
城
下
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
城
下
二
丁
目
一
一
の
六
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役

岡
田
元
也

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

青 森 県 報平成15年６月16日 月曜日 第2187号 �� �
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四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｋ
―
２
マ
ー
ト

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
二
五
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
敬
通

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
二
五
の
二

代
表
取
締
役

葛
西
功
樹

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ツ
ル
ヤ
大
間
店

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
上
野
四
三
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ツ
ル
ヤ

北
海
道
函
館
市
湯
川
町
三
丁
目
二
四
の
一
四

代
表
取
締
役

西
崎
康
博

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
大
間
町
役
場

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
大
間
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2187号�� �



� �

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
・
か
ん
ぶ
ん
階
上
店

三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
耳
ケ
吠
四
三
の
一
七
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役
社
長

菅
陽
悦

２

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
階
上
町
役
場

２

期
間

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
階
上
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
公
表

漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

横
浜
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
漁
港
漁
場
整
備
課
及
び
下

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
下
北
地
方
漁
港
漁
場
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
知
事
職
務
代
理
者

青
森
県
事
務
吏
員

小

堀

安

雄

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
杭

止
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

高

畑

幸

青
森
県
農
業
大
学
校
告
示
第
一
号

平
成
十
六
年
度
青
森
県
農
業
大
学
校
専
攻
科
の
学
生
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
の
で
、
青
森
県
農

業
大
学
校
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号)

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
農
業
大
学
校
長

金

子

忠

昭

一

修
業
期
間

二
か
年

二

募
集
人
員

若
干
名

三

受
験
資
格
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岩
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１

青
森
県
農
業
大
学
校
普
通
科
若
し
く
は
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
に
お
い
て
農
業
に
関

す
る
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込

み
の
者

２

右
記
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
た
者

四

試
験
の
実
施

１

試
験
期
日

平
成
十
五
年
十
二
月
四
日

(

木)

２

試
験
場
所

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校

３

試
験
科
目

�

筆
記
試
験

(

農
業
一
般
・
英
語
・
小
論
文)

�

面
接

五

受
験
手
続

１

提
出
書
類

�

入
校
願
書

(

本
校
所
定
の
も
の
、
写
真
貼
付)

�

最
終
出
身
学
校
の
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書

�

最
終
出
身
学
校
の
成
績
証
明
書

�

医
師
が
作
成
し
た
健
康
診
断
書

(

出
願
前
三
か
月
以
内
の
も
の)

�

受
験
票

(

本
校
所
定
の
も
の
、
写
真
貼
付)

２

受
付
期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日

(

火)

か
ら
同
月
十
四
日

(

金)

ま
で

３

提
出
先

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校

六

合
格
者
の
発
表

平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日

(

金)

七

そ
の
他

１

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
は
、
入
校
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
口
頭
に
よ
り
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。(

本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。)

�

開
示
す
る
個
人
情
報
は
、
科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点
と
す
る
。

�

開
示
期
間
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
と
す
る
。

�

開
示
場
所
は
、
青
森
県
農
業
大
学
校
事
務
室
と
す
る
。

２

こ
の
募
集
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
時
は
、
青
森
県
農
業
大
学
校
教
務
課

(

電
話
〇
一
七

二
―
五
二
―
四
三
一
五)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
農
業
大
学
校
告
示
第
二
号

平
成
十
六
年
度
青
森
県
農
業
大
学
校
普
通
科
の
学
生
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
の
で
、
青
森
県
農

業
大
学
校
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号)

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
六
月
十
六
日

青
森
県
農
業
大
学
校
長

金

子

忠

昭

一

修
業
期
間

二
か
年

二

募
集
人
員

三
十
五
名

(

う
ち
推
薦
を
受
け
て
入
校
す
る
者

(

以
下

｢

推
薦
入
校
者｣

と
い
う
。)

十
一
名

以
内)

三

受
験
資
格

１

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
こ
れ
ら
の
課

程
を
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２

右
記
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
と
知
事
が
認
め
た
者

３

推
薦
入
校
者
に
つ
い
て
は
、
一
校
一
名
と
し
、
成
績
評
定
三
・
五
以
上
の
者

四

試
験
の
実
施

１

推
薦
入
校
者
の
選
考

�

試
験
期
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

(

火)

�

試
験
場
所

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校

�

試
験
科
目

�

小
論
文
試
験

�

面
接

２

一
般
入
校
者
の
試
験

�

試
験
期
日

平
成
十
六
年
二
月
五
日

(

木)

及
び
六
日

(

金)

の
二
日
間

�

試
験
場
所

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校

八
戸
市
一
番
町
一
丁
目
九
の
二
二

八
戸
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

(
ユ
ー
ト
リ
ー)

�

試
験
科
目

青 森 県 報������	�
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�

筆
記
試
験

(

四
科
目)

ア

必
須
科
目

国
語
Ⅰ
、
数
学
Ⅰ
、
英
語
Ⅰ

イ

選
択
科
目

生
物
Ⅰ
Ｂ
、
化
学
Ⅰ
Ｂ
、
農
業
一
般
の
三
科
目
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
科

目

�

面
接

五

受
験
手
続

１

提
出
書
類

�

入
校
願
書

(
本
校
所
定
の
も
の
、
写
真
貼
付)

�

次
の
�
又
は
�
に
掲
げ
る
書
類

�

平
成
十
四
年
度
に
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
並
び
に
平
成
十
五
年

度
に
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
者
に
あ
っ
て
は
調
査
書

(

文
部
科

学
省
で
定
め
る
大
学
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
で
示
さ
れ
る
様
式
と
同
様
の
も
の
。
以
下

｢

調
査
書｣

と
い
う
。)

�

�
の
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ア

調
査
書
若
し
く
は
最
終
出
身
学
校
の
卒
業
証
明
書
又
は
卒
業
見
込
証
明
書
及
び
最
終

出
身
学
校
の
成
績
証
明
書

イ

医
師
が
作
成
し
た
健
康
診
断
書

(

出
願
前
三
か
月
以
内
の
も
の)

�

受
験
票

(

本
校
所
定
の
も
の
、
写
真
貼
付)

�

推
薦
入
校
者
の
場
合
は
、
�
〜
�
に
加
え
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
の
推
薦

書

(

本
校
所
定
の
も
の)

�

一
般
入
校
者
の
場
合
は
、
�
〜
�
に
加
え
選
択
科
目
申
告
書

(

本
校
所
定
の
も
の)

２

受
付
期
間

�

推
薦
入
校
者
の
選
考

平
成
十
五
年
十
月
二
十
七
日

(

月)

か
ら
同
年
十
一
月
七
日

(

金)

ま
で

�

一
般
入
校
者
の
試
験

平
成
十
六
年
一
月
七
日

(

水)

か
ら
同
月
二
十
一
日

(

水)

ま
で

３

提
出
先

黒
石
市
境
松
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
農
業
大
学
校

六

合
格
者
の
発
表

１

推
薦
入
校
者

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

(

月)

２

一
般
入
校
者

平
成
十
六
年
二
月
十
三
日

(

金)

七

そ
の
他

１

青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
は
、
入
校
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
、
口
頭
に
よ
り
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。(

本
人
又
は
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
持
参
す
る
こ
と
。)

�

開
示
す
る
個
人
情
報
は
、
科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点
と
す
る
。

�

開
示
期
間
は
、
合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
と
す
る
。

�

開
示
場
所
は
、
青
森
県
農
業
大
学
校
事
務
室
と
す
る
。

２

こ
の
募
集
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
る
時
は
、
青
森
県
農
業
大
学
校
教
務
課

(

電
話
〇
一
七

二
―
五
二
―
四
三
一
五)

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
15年

４
月
４
日
付
け
青
監
査
第
３
号
で
報
告
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法

(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
職
務
代
理
者
か
ら

措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
15年
６
月
16日

青
森
県
監
査
委
員

片
谷

稔

同
橋
本
敏
子

同
西
谷

洌

同
清
水
悦
郎
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監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

青
森
県
産
業
技
術
開
発

セ
ン
タ
ー

賃
金
に
お
い
て
､
支

給
金
額
を
誤
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
｡

臨
時
事
務
手
及
び
非
常
勤
労
務
員
に

係
る
社
会
保
険
料
を
本
人
か
ら
徴
収
し

て
払
込
み
､
是
正
し
ま
し
た
｡

旅
費
に
お
い
て
､
精

算
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
な
い
も
の
が
あ
る
｡

旅
費
の
概
算
支
給
額
と
精
算
金
額
の

差
額
を
本
人
か
ら
徴
収
し
､
返
納
し
ま

し
た
｡

年
度
末
に
お
い
て
､

当
面
必
要
の
な
い
有
料

道
路
回
数
券
を
多
量
に

購
入
し
て
い
る
｡

有
料
道
路
回
数
券
の
残
枚
数
を
よ
く

確
認
し
て
､
当
面
必
要
の
な
い
券
を
購

入
し
な
い
よ
う
に
改
め
ま
す
｡

委
託
料
に
お
い
て
､

変
更
契
約
を
要
す
る
も

の
が
あ
る
｡

委
託
料
減
額
の
変
更
契
約
を
締
結
済

み
｡
今
後
は
適
正
な
契
約
事
務
に
努
め

ま
す
｡

工
事
請
負
費
に
お
い

て
､
契
約
の
方
法
が
適

庁
舎
等
の
修
繕
工
事
に
お
い
て
､
競

争
入
札
に
よ
り
一
括
発
注
す
べ
き
も
の
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い
な
い
も
の
が
あ
る
｡
し
た
｡

年
度
末
に
お
い
て
､

当
面
必
要
の
な
い
有
料

道
路
回
数
券
を
多
量
に

購
入
し
て
い
る
｡

有
料
道
路
回
数
券
の
残
枚
数
を
よ
く

確
認
し
て
､
当
面
必
要
な
い
券
を
購
入

し
な
い
よ
う
に
改
め
ま
す
｡

委
託
料
に
お
い
て
､

変
更
契
約
を
要
す
る
も

の
が
あ
る
｡

委
託
料
減
額
の
変
更
契
約
を
締
結
済

み
｡
今
後
は
適
正
な
契
約
事
務
に
努
め

ま
す
｡

工
事
請
負
費
に
お
い

て
､
契
約
の
方
法
が
適

切
で
な
い
も
の
が
あ
る
｡

庁
舎
等
の
修
繕
工
事
に
お
い
て
､
競

争
入
札
に
よ
り
一
括
発
注
す
べ
き
も
の

に
つ
い
て
は
分
割
発
注
に
よ
り
随
意
契

約
と
し
な
い
よ
う
改
め
ま
す
｡

前
渡
資
金
の
精
算
手

続
が
遅
延
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
｡

前
渡
資
金
の
精
算
を
速
や
か
に
行
う

よ
う
努
め
ま
す
｡

現
金
の
管
理
及
び
取

扱
い
が
適
正
で
な
い
も

の
が
あ
る
｡

前
渡
資
金
の
返
納
金
は
現
金
で
保
管

せ
ず
速
や
か
に
総
括
前
渡
資
金
取
扱
者

の
通
帳
に
入
金
し
､
精
算
及
び
返
納
処

理
を
行
っ
て
い
ま
す
｡

ま
た
､
歳
出
戻
入
金
は
歳
出
戻
入
調

定
を
行
い
適
切
に
処
理
し
ま
し
た
｡

青
森
県
大
阪
情
報
セ
ン

タ
ー

年
度
末
に
お
い
て
､

当
面
必
要
の
な
い
切
手

を
多
量
に
購
入
し
て
い

る
｡

発
送
物
に
つ
い
て
は
､
宅
配
便
を
利

用
せ
ず
､
全
て
郵
便
切
手
使
用
発
送
と

し
て
い
ま
す
｡
以
後
予
算
執
行
に
当
た
っ

て
は
適
正
に
執
行
い
た
し
ま
す
｡



� �

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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